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令和３年１月 定例教育委員会  会議録 

  

１ 日  時  令和３年１月２９日（金）  開会 １５時３０分   閉会 １６時２０分 

 

２ 場  所  福井市役所本館８階第３委員会室 

 

３ 出 席 者  教 育 長         吉川 雄二 

教育長職務代理者     春木 伸一 

教育委員         木村 敦子 

教育委員         多田 和博 

教育委員         宮郷 美千代 

＜事務局職員＞ 

教育部長         塚谷 朋美 

少年対策参事官      谷口 敏英 

教育次長         向井 成人 

副理事（生涯学習課長事務取扱） 桑原 浩明 

図書館統括館長      小倉 敏之 

教育総務課長       馬來田 善準 

学校教育課長       氣谷 達郎 

放課後児童育成室長    大久保 容子 

保健給食課長       坂井 小由里 

調整参事         吉田 武文 

教育総務課 副課長    名津井 章 

教育総務課 課長補佐   吉川 貴大 

教育総務課 主幹     山﨑 哲央 

 

４ 議  題 

議 案 

第２２号議案 市議会定例会提出議案（福井市放課後児童健全育成事業の設備及び

運営に関する基準を定める条例の一部改正について）に同意するこ

とについて 

第２３号議案 市議会定例会提出議案（福井市公民館設置に関する条例の一部改正

について）に同意することについて               

 

５ 議事の経過 

（１）開会、教育長あいさつ 

（２）会議録署名委員の指名  木村 敦子 委員  宮郷 美千代 委員 

（３）議事の要旨 

 

教育長 

 

第２２号議案及び第２３号議案は、市議会上程前につき非公開を要する案件で

あるため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第１４条第７項の規定によ
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教育長 

 

 

 

教育長 

 

 

事務局 

（学校教育課長） 

 

 

 

 

 

 

 

教育長 

 

 

 

 

事務局 

（保健給食課長） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

り会議を非公開としたいが、御異議ないか。 

 

― 異議なしの声 ― 

 

異議なしとのことなので、第２２号議案及び第２３号議案は非公開とする。 

 

  （第２２号議案及び第２３号議案については、結果も含め非公開） 

 

 予定していた審議事項は以上であるが、その他として、事務局から何か報告等

があればお願いする。 

 

 各学校の立志式の予定について一覧表を御用意した。光陽中学校は１２月１８

日に実施しており、大東中学校は卒業式以降に日程を調整したいと聞いている。

これ以外の２１中学校は、資料記載のとおりである。今年はコロナ禍もあるので、

例えば、保護者の出席はないとか、２年生のみで行うなど実施方法は学校によっ

て様々であるが、中学３年を迎えるにあたり志を立ててもらうために、橋本左内

に倣って行われる行事ということで、非常に重要視しているので、なんとか実施

しようということで検討されている。参観の希望があれば、教育総務を通じてお

声掛けいただければ、学校に連絡して参観可能か確認する。 

 

 コロナ禍の中での立志式であるので、学校としても来賓を呼ぶのはなかなか難

しい部分もあると思うが、もし観たいということであればお声掛けいただき、学

校に連絡したいので、よろしくお願いする。次に、保健給食課から報告をお願い

する。 

 

 旭小学校給食室の粉塵発生について御報告する。新聞記事にもなったが、旭小

学校で外壁改修及びガラス飛散防止工事が行われており、この影響で給食室に粉

塵が混入したということで、１月２０日の１１時３０分頃に発覚したものである。

発生状況であるが、給食調理完了後、食材を置いていた棚に粉塵を確認した。そ

のため、調理済の給食の配膳を取りやめ、別材料で給食の対応を行ったため、児

童等への人的被害はなかった。当日の給食の献立を記載しているが、おでんと小

松菜の炒め物を、保管していた焼き鳥の缶詰に急遽変更した。粉塵発生の経過と

対応であるが、９時３０分頃に、食材を切った状態でボールに入れて棚に置いて

おいた。１０時５０分に調理のために棚から食材を動かし、この時点では粉塵が

あることに気付かずに調理を続けていたが、１１時３０分頃に棚が粉塵で汚れて

いることを発見した。丁度、ボールの置いてあった棚はきれいなステンレスの状

態だが、その周りは粉塵がかかって白くなっていたということで、当然、食材に

も混じったということで、保健給食課に連絡があり、粉塵がかかっていない別の

場所に保管してあった食材のみ配膳を行った。この時点で、工事を発注している

教育総務課から営繕課に連絡を行い、営繕課から事業者に事実確認を行った。１

２時３０分に、保健給食課が、北部学校給食センターに保管してあった非常食を
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教育長 

 

 

事務局 

（保健給食課長） 

 

木村委員 

 

事務局 

（保健給食課長） 

 

 

 

教育長 

 

事務局 

（保健給食課長） 

 

教育長 

 

事務局 

（保健給食課長） 

 

 

春木委員 

届けて各クラスに配膳を行った。給食の時間が１２時３０分からであり、１～２

分程度かかったかもしれないが、大きな影響はなく給食提供ができた。その後、

営繕課と事業者と確認を行い、原因を特定したところ、工事の粉塵であることが

確認できた。この件に関しては、報告とお詫びの文書を、児童を通じて保護者に

配布したところである。粉塵発生の原因であるが、当日は、外壁の旧塗膜の除去

作業を行っていた。給食室は、換気扇３台で換気を行っているが、下の方に給気

用のガラリがあり、そこから粉塵が舞い込んだということである。給食室付近の

外壁は、その日は工事をする予定ではなかったが、作業が順調に進み過ぎたため

に給食室付近も施工してしまったということである。その際、ガラリの養生も行

っていなかったということであるので、今後の対応として、業者に対して養生を

徹底するように、また、工事計画に沿った作業を行うよう指導を行った。しかし

ながら、次の日も給食終了後に作業を行ったところ、養生を行ったにもかかわら

ず、粉塵が入っていることが確認された。これを受けて、校舎の反対側の壁に仮

設の給気ガラリを設け、元の給気ガラリを完全に塞いで作業を行う予定をしてい

る。改めてお詫びをさせていただく。 

 

 この件について何か確認したいことはあるか。そもそも、調理の時間帯に作業

をしたことが間違いである。業者については、その辺の改善はされているのか。 

 

 施工業者に対しては、契約課から厳重注意処分の通知書が出されている。 

 

 

 保存食は、どのようなものがどれぐらいあるのか。 

 

 給食センターも含めて、調理器具の故障が増えてきたため、昨年度、非常食と

して御飯１，０００食、おかず１，０００食を準備し、いざという時の対応のた

めに、北部学校給食センターに保管していたものが、今回活用できたということ

である。 

 

 何食提供したのか。 

 

 ２５０食である。 

 

 

センターには追加補充するのか。非常食は焼き鳥だけなのか。 

 

追加補充の予定である。ひじきや大豆といった保存食もあるが、大豆などは子

どものアレルギーも多い。鶏肉は意外とアレルギーがないので、焼き鳥にしてい

る。 

 

 焼き鳥は缶詰なのか。 
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 スーパーに売っている、おつまみになるような缶詰である。低学年には容器に

移し替えた状態で提供したが、高学年には缶に入った状態で配膳した。 

 

 ほかによろしいか。次に、図書館からお願いする。 

 

 講演会の御案内である。今村奨吾講演会、歴史小説の楽しみ方と称して、２月

２７日にアオッサで実施する。講演会は、福井県書店商業組合福井支部と桜木図

書館の共催によるものである。今村奨吾氏であるが、２０１８年にデビューした

いわゆる歴史小説作家であり、昨年「じんかん」という作品で直木賞候補にまで

上がった非常に人気のある作家である。一般の方は明日から申し込みを行うが、

委員の皆様で興味のある方は、別に席を御用意するので、教育総務課に御連絡を

お願いしたい。 

 

 ほかに、委員から何かあればお願いする。 

 

 小学校高学年の教科担任制の記事が出ていたが、福井市の場合、今から対応の

ための準備が必要だとか、その辺りはどうなのか。 

 

 基本的には、人事的な措置の話になる。実は、既に５、６年生で取り組んでい

る学校も一部ある。学校教育課長から説明をお願いする。 

 

 既に理科や家庭科、社会科、音楽は勿論そうなのだが、例えば６年生に理科の

専門と社会の専門の教諭がいる場合は、お互いに授業を渡し合うような授業の仕

方を採り入れている学校はかなりある。ただし、時間数等をこちらから指定して

実施しているわけではなく、得意なジャンルを活かすという点で実施している。

また、小規模な学校では、学年の中でそのようにすることが難しくなるので、学

年を跨いで行っている学校もある。算数などを想定しているようなことが書いて

あったが、国語、算数については、今のところ基本的に担任が教えているので、

そこのところは少し吟味していかなければならない部分である。 

 

 最終的には人事の話になるのだが、教科担任制を敷くとなると、それだけの人

員を揃える必要があるが、今のところは足りていないのが現状なので、県教委が

どういう形で採用するかということである。英語などもそうだが、５、６年生の

高学年については教科担任制を導入するという流れは、今後どんどん進んでいく

と思う。ただし、現時点では、教員の措置が全然できていない。教員を増やすと

いうことは、費用の１／３は国が出しているので、その分の予算を増額しなけれ

ばならない。これまでも、教員が多忙で勤務時間が増えるということが言われ続

けていて、教員の定数を増やすように要望しているが、結局、財務省との折衝で

予算がつかないということで、正規の教員を任用できない。そうなると、臨時的

任用の教員ばかりが増えるということで、今は担任を持たざるを得ないような臨
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事務局 

（教育総務課長） 

 

教育長 

 

事務局 

（教育総務課 課長

補佐） 

 

教育長 

 

時教諭も増えている状況であり、育休や産休の代替もいないという状態が慢性的

に続いている。そうした中で、国が教科担任制を進めるということで、きちんと

教員を揃えられるのかが不透明なところではある。ほかにいかがか。 

 

 お手元に、行事報告と１月から３月までの行事予定を配布しているので御確認

をお願いする。 

 

ほかによろしければ、事務局から次回の日程についてお願いする。 

 

次回の定例教育委員会については、２月１７日（水）１５時から第３委員会室

にて開催するので、御出席いただきたい。 

 

 

以上をもって会議を終了する。 

 

 

 

令和３年 月 日 

 

  署名委員  木村 敦子 

 

  署名委員  宮郷 美千代 

      

                   会議録作成職員  山﨑 哲央 


